
プレミアム付えひめの飲食券を消費者に利用してもらうことで、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら
頑張っている飲食店と食材を供給する農林漁業者を応援するキャンペーンです。

事務局にて
飲食券を
換金

飲食券を
利用告知

県内のテレビCMや
ラジオなどで告知します。

スーパー・郵便局など
県内約100ヵ所で販売予定

消費者が
飲食券を購入

月に2回
お支払いします。

1セット5,000円分の
飲食券を4,000円で
販売します。

キャンペーン概要

県内の百貨店・スーパー・郵便局など約100カ所で販売予定

愛媛県
イメージアップ
キャラクター
みきゃん

愛媛で食べよう Go To Eat キャンペーン
加盟店舗募集中！

飲食業の方へ

令和2年10月30日○～令和3年3月31日○水金利用期間
※プレミアム付えひめの飲食券の販売期間は令和2年10月23日（金）から令和3年1月31日（日）まで。

加盟登録

無料

TEL：089-945-3221
E-mail：info@goto-eat-ehime.com
URL：https://www.goto-eat-ehime.com/

Go To Eat キャンペーン
愛媛事務局 Go To Eat 愛媛

お問合せ先
平日 11：00～20：00
※土曜・日曜・祝日・年末年始［令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）］を除く

検索



※農林水産省から届く感染症対策の店頭ツールを掲示していただきます。　※新型コロナウイルス感染症対策の詳細については本キャンペーンの特設サイトをご覧ください。　※「えひめコロナお知らせ
ネット」に登録し、QRコードを取得の上、店内に掲示していただきます。　※ご参加いただけるのは、店内での飲食を提供する店舗に限ります。　※キャンペーン期間中、新型コロナウイルス感染症対策に
関する現地調査を行い、条件に満たない場合には、加盟登録の取り消しを行うことがあります。　※キャンペーンに関する詳細は、登録完了後「参加マニュアル」としてお送りいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策の実施

愛媛県内の
飲食店であること

参 加 条 件

換 金 に つ い て

お申込みの流れ

申込店舗にて下記条件①②③の全てに対応が必要です。詳しくは申込み用紙に添付されている誓約事項をご覧
ください。複数店舗ある場合は、店舗ごとのお申込みが必要です。 ※お申込み後に審査があります。

スターターキット
発送

商工会・商工会
議所から参加申
込書が届く

月末締め／翌月15日払い
※月末日までに事務局に到着した利用済飲食券のお支払いは翌月15日に行います。

回収した利用済飲食券を事務局に郵送していただきます。飲食券の回収締め切りは、毎月15日と月末日とし、原則15日
サイクルで集計作業を行い対象加盟店に入金します。 ※最終の換金は令和3年4月15日（木）までの到着分を4月30日（金）に入金します。

条件① 条件③

加盟店舗で
あることの掲示

条件②

月2回のお支払い（振込手数料は事務局負担）

15日締め／当月末日払い
※15日までに事務局に到着した利用済飲食券のお支払いは当月末日に行います。

キャンペーン加盟店舗へ飲食券返信用の封筒（送料は事務局負担）をお送りします。

最寄りの商工会・
商工会議所へ
ご連絡

参加申込書に記
入し、商工会・商
工会議所に申請

審査・承認

WEBからの
仮エントリーも
受け付けています

① ② ③ ④ ⑤

お申し込みに関するお問合せは最寄りの商工会・商工会議所へご連絡ください。

対象地区市町名 団体名  ＴＥＬ

WEBからの仮エントリーはこちら
https://www.goto-eat-ehime.com/entry.html

東
予
地
区

中
予
地
区

商工会・商工会議所会員の方には、②の参加申込書が届きます。WEBからの仮エントリーは不要です。
加盟店登録には商工会・商工会議所による審査・承認が必要となります。
キャンペーンの詳細についてはGo To Eat 愛媛事務局（TEL：089-945-3221）へお問合せください。

対象地区市町名 団体名  ＴＥＬ

南
予
地
区

B002

TEL：089-945-3221
E-mail：info@goto-eat-ehime.com
URL：https://www.goto-eat-ehime.com/

Go To Eat キャンペーン
愛媛事務局 Go To Eat 愛媛

お問合せ先
平日 11：00～20：00
※土曜・日曜・祝日・年末年始［令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）］を除く

検索

※農林水産省から公表されている感染症対策を
　実施していただきます。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
　第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」及び同条件第11項に規定される
　「特定遊興飲食店営業」の許可を得た営業を行っていないこと。

※事務局から送付するポスター・POPなどを
　指示通り掲示していただきます。

県内の商工会・商工会議所一覧


